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  ア 当該対象工事に対応する工事種類について、令和７・８年度仙南地域広域行政事務組合競

争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 

  イ 地方自治法施行令第 167条の４の規定に該当しない者であること。 

  ウ 仙南地域広域行政事務組合建設工事入札参加業者指名停止要領（平成６年訓令甲第２号）

第２条第１項の規定による指名停止の期間中でない者であること。 

  エ 当該対象工事に係る設計業務の受託者でない者であること。また、当該受託者と資本面又

は人事面において関連がない者であること。 

  オ 当該対象工事に建設業法（昭和24年法律第100号）第26条による管理技術者等必要かつ

適正な人員を配置することができる者であること。 

  カ 建設業法第３条第２項に規定するとび・土工・コンクリート工事の建設業者であること。 

  キ 建設業法第27条の23に規定する経営事項審査に係るとび・土工・コンクリート工事の総

合評定値(Ｐ)が700点以上の者であること。 

  ク 公告日より起算して過去 15年以内に同種（シートによる表面遮水）の工事を施工した実績

があること。 

  ケ 仙南地域広域行政事務組合の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱（平成 22 年告

示第４号）別表の措置要件のいずれかに該当しない者であること。 

 

３ 入札参加申請 

  入札参加希望者は、条件付一般競争入札参加資格確認申請書（正副２部）を持参により提出し

なければならない。 

 ⑴ 申請書類 

  ア 条件付一般競争入札参加資格確認申請書（様式第１号） 

  イ 入札参加資格審査資料（様式第２号） 

    ※添付書類：工事実績証明書等、主任（監理）技術者の合格証明書、監理技術者資格者証

（表裏両面）、監理技術者講習修了証、健康保険被保険者証の各写し 

  ウ 建設業許可証明書の写し 

  エ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し（直近のもの） 

  オ 納税証明書（直前１年間における法人税、消費税及び地方消費税について未納が無いこと

を確認できるもの） 

  カ 誓約書（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第 32

条第１項各号及び仙南地域広域行政事務組合の締結する契約等からの暴力団等排

除措置要綱別表の措置要件のいずれかに該当しない旨の宣誓） 
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  キ 返信用封筒（切手貼付、申請者の住所及び名称を記載したもの） 

 ⑵ 提 出 先  仙南地域広域行政事務組合企画財政課管財係 

 ⑶ 提出期間  令和８年６月25日（木）から令和８年７月24日（金）正午まで ※必着 

         ただし、土日・祝日を除く午前８時 30 分から午後５時 00 分までとする。（以

下、４⑴、５⑴においても同様とする。） 

 

４ 設計図書の閲覧及び貸出 

 ⑴ 閲覧期間  令和８年６月25日（木）から令和８年７月24日（金）午前10時まで 

 ⑵ 閲覧場所  仙南地域広域行政事務組合総合庁舎２階事務室（企画財政課）及び仙南地域広

域行政事務組合ホームページに掲載する。 

 ⑶ 貸  出  設計図書等の貸出は、半日を限度とする。 

         貸出については、午前（８時30分～正午）、午後（１時～５時）の半日を単位

とし、午前に貸出したものは当日正午まで、午後に貸出したものは当日午後５

時までに返却するものとする。 

 

５ 設計図書に関する質問等 

 ⑴ 受付期間  令和８年６月25日（木）から令和８年７月17日（金）午前10時まで 

         質問は指定の様式を使用し、仙南地域広域行政事務組合企画財政課に電子メー

ルで提出すること。その際、「開封確認の返送を求める」設定を施して送信する

こと。 

質問が無い場合は、連絡不要とする。 

 ⑵ 質問回答  質問があった場合は、この都度、仙南地域広域行政事務組合ホームページに回

答を掲載する。また、併せて仙南地域広域行政事務組合総合庁舎２階事務室（企

画財政課）において閲覧に供する。 

なお、質問に対する最終回答期限を、令和８年７月23日（木）午前10時とす

る。 ※入札参加者は、全ての質問と回答の内容を把握し、その内容が入札条

件に含まれるものとする。 

 

６ 入札参加申請者への審査結果の通知 

  条件付一般競争入札参加資格確認申請者には、参加資格の審査結果を令和８年８月３日（月）

までに通知する。 
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７ 入札執行の日時及び場所等 

 ⑴ 日  時  令和８年８月４日（火）午前10時 00分 

 ⑵ 場  所  仙南地域広域行政事務組合総合庁舎３階講堂 

         入札参加資格審査結果通知書を持参し、受付時に提示すること。 

 ⑶ 入札は１者以上の参加で執行する。 

 ⑷ 代理人をもって入札する者は、入札に関する委任状を持参の上、提出すること。 

 ⑸ 落札決定にあっては、入札書に記載された金額に消費税を加算した金額（当該金額に 1円未

満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札

者は消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、消費税抜きの金額を入札書に

記載すること。 

 ⑹ 本入札は、仙南地域広域行政事務組合建設工事に係る最低制限価格制度実施要綱（令和６年

告示第５号）に基づき最低制限価格を設定する。（事後公表） 

 ⑺ 初度の入札において予定価格と最低制限価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は、再

度の入札を行うものとし、入札回数は、初度の入札及び再度の入札を合わせ、２回を限度とす

る。ただし、初度の入札において最低制限価格より低い価格で入札をした者は、失格とする。 

 ⑻ 郵送及び電報による入札は、認めない。 

 ⑼ 所定の時刻までに入札会場に入れない者は、失格とする。 

 ⑽ 入札保証金は、免除する。 

 ⑾ 入札参加者は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127

号）第 12 条に規定する入札金額の内訳を記載した書類を持参し、初度の入札時に提出するこ

と。書類の提出のない入札は無効とし、書類に不備のある場合も原則無効とする。 

 

８ 入札の無効 

  本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違

反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消

す。 

 

９ 落札者の決定方法 

 ⑴ 落札者の決定方法については、開札後、入札を行った者のうち、予定価格と最低制限価格の

制限の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者として決定するものとする。 

 ⑵ 入札の結果、落札者が決定しなかった場合は、地方自治法施行令第 167条の２第１項第８号

の規定に基づき、随意契約により契約を締結することがある。 
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10 その他 

 ⑴ 入札参加者は、仙南地域広域行政事務組合入札参加心得を遵守すること。 

   （仙南地域広域行政事務組合ホームページに掲載） 

   https://www.az9.or.jp/kumiai/youshiki-pdf/nyusatsu/kokoroe.pdf 

 ⑵ 閲覧に供する設計図書には、積算時に文字等の記入はしないこと。 

 

11 連絡先 

  不明な点については、仙南地域広域行政事務組合企画財政課管財係に照会のこと。 

  電話：0224-52-1320／内線：221／E-mail：zaisei@az9.or.jp 


